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 【開会＝午後１時 18 分】 

 

ただいまから議会改革特別委員会を開会いたします。本

日の協議事項は主権者教育についてであります。お手元に

全国市議会議長会でまとめた小中高生を対象にした主権者

教育の取り組み及び地方議会が進める主権者教育事例をあ

らかじめ配付してあります。この資料を参考に、羽島市議

会としての取り組みについてどのように実施するのがよい

か、委員の皆様からご提案をいただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。ご提案などがございましたら

発言を願います。 

 

色々な自治体のホームページなどを見てみたのですが、

タウンミーティング的に行うのか、学校へ行って市議会議

員と学校の子どもたちでテーマを決めて行う取り組みなの

か、どちらかの取り組みをやっているということがよく分

かりました。そうしますと、やはり投票率の関係や政治へ

の関心を持つことにもつながりますので、そのように身近

に議員と接することができる場所や機会を確保してあげる

ことが一番よいのではないかと思いました。 

 

議場に来てもらい、議会の流れを子どもたちに説明する

ということになるのかと思いますが、子どもたちに議場に

来てもらうためにも、近い学校ならともかく、移動にお金

がかかってしまいます。それでは議会が出前講座のような

感じで各学校にお邪魔して行うというのも、できないこと

はないのでしょうけれども、特定の学年の子どもたちに対

して主権者教育ができるのかということを考えると、難し

いのではないかと思います。 

主権者教育そのものについては、学校で主権者教育を行

っていると思いますので、議会が率先してやらなければい

けないのかという疑問点もありますし、私はどちらかとい

うと難しいのではないかという考えを持っています。よい

案があれば賛同はさせていただきます。 

 

以前、羽島市議会でも隣の竹鼻中学校など近い学校の中

学生を対象にした議会の見学会のようなものを実施したと

いうことを聞いております。その辺りについて、事務局、

何かご存知のことがありましたら教えてください。 

 

〔発言する者なし〕 
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小学生か中学生が来て議場を見学したということです。

しかし、議場の様子が子どもにはあまり参考にならないな

どの話もあったりして、私が聞いたところによりますと、

そのような理由で実施しなくなったということです。過去

にあったことは確かだと思います。 

 

〔「主権者教育は学校に任せては」と呼ぶ者あり〕 

 

主権者教育は主に教育は学校で考えてもらえればよいの

ではないかと思います。しかし、要請があった場合に議員

が足を運んで出前講座を行ったり、色々と議会のお話をし

たりするなどの協力はしていくべきだと思います。協力で

きる体制づくりはしておいたほうがよいと思います。 

例えば、そのような要請があった場合は広報広聴委員が

出ていくなど、何かルールづくりだけをあらかじめ決めて

おくと。今の広報広聴委員というのは例の１つであり、も

しかしたら議長や副議長が行くことになるかもしれません

し、それはルールを決める中で考えればよいと思います。 

そのように誰が行くかということをあらかじめ決めてお

き、各学校に対して議会としても派遣ができますよという

ことをあらかじめ周知しておく体制づくりをまずやってお

いたほうがいいと思います。 

 

配付された事例を見ると、小学生対象の市もあれば中学

生もあり、高校生もあるわけです。私が言いたいのは、学

校として出前講座のように議員に来てもらうということも

ありますが、やはり見学だけでも１つの大きな意味をなす

ということです。議場という場所を見学し、そして質問は

ここに立って行うということを教え、さらに執行部はこち

ら側に並ぶといった基本的なところから指導が入ると思い

ます。ですから、議場見学も大事だと思います。 

また、今言われた出前講座のようなものであれば、学校

指導用のビデオもありますのでそれで足りると思います。

しかし、羽島市の議場を見学するということは、羽島市の

１番の課題になっている一般質問や最終日の賛否討論など

で、本当に羽島市民病院がどういう状況かというようなと

ころを子どもたちが聞くということにならないと、ただの

議場見学になってしまいます。そのため、やはりその場面

も大事であると思います。 
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主権者教育ですが、基本的には学校がやるべきとか、議

会がやるべきというどちらかということではなく、それぞ

れに役割分担があると考えています。学校は知識のインプ

ットを担い、その現場がどうなっているかというところを

見せる役割は市議会にあるのではないかと思っておりま

す。ですから、どちらかというよりも共同してやっていけ

たらと思っております。 

 

学校あるいは教育委員会が議会側に対して何かこういう

ことをやってくれと言っているわけではないですよね。 

 

〔「そうではありません」と呼ぶ者あり〕 

 

見学の受け入れは今もやっているということですが、藤

川委員が言われるように体制づくりだけは進めておくべき

なのか、それとも話があってから対応するのか、それぐら

いではないでしょうか。 

私はあまり記憶がないのですが、生徒会長などを決める

時も選挙ではなかったでしょうか。それも学習の１つだと

思います。議会の中ということなら、体制づくりだけはし

ておいて、話があったらいつでもどうぞというところで、

確かに広報広聴委員会などがありますので、そういった議

員のメンバーで対応することで問題ないと思います。 

また、議場の見学に関しても、現在は議会事務局の方で

対応しているんですよね。その辺りは議会事務局が対応す

ることになってしまいますが、議員がついて回ってもいい

ですし、そういったことをやっていくならやっていくで問

題はないと思います。 

 

議場見学にしても、議会で予算をつけて、例えば桑原学

園ですと、こちらまでの移動のお金なども全部議会で持た

なければならないんでしょうか。 

 

〔「学校から話があってから対応するんだから学校が負担

するのでは」と呼ぶ者あり〕 

 

まず基本として、いくつかのパターンがあると思います。

基本は学校側で主権者教育をやりたいとなったときに、そ

の企画をどのような形でやるかというのは学校側で考える

ことだと思います。その際、例えば議場を見学したいとい

うことであれば、議場までの移動をどうするかというのは
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議会総務課長 

学校側で考えて手配していただければいいと思います。 

議場見学をするときに事務局が対応するのか、もしくは

希望であれば広報広聴委員が担当しますよ、あるいは議長

や副議長が担当しますよというメニューを用意し、体制だ

け作っておきます。そして、いざ要請があったときに、議

員も同席することはできますがどうされますかということ

を先方に投げかければいいのではないかと思います。 

学校からの出前講座の希望があれば、やはり何十人、何

百人という生徒を移動してもらうのは大変ですので、議長

や副議長、広報広聴委員のメンバーなどが出向いてその授

業に当たるというのが合理的ではないかと思います。 

やはりそのような体制づくりはあらかじめ行っておき、

オファーが来たときにはこういう形ややり方もありますよ

ということを提示して、向こうに選んでもらうようにすれ

ばよいのではないかと思います。 

 

私は去年から議会事務局に配属されまして、去年と今年、

中央小学校の見学の案内をしました。今年は私と森で対応

し、令和６年度は南谷清司議員に取り次ぎをしていただい

た関係で一緒に入ってもらって、子どもたちに市議会議員

の仕事などの話をしました。 

私の感触では、議会事務局職員がありきたりのことを言

うよりも、実際の議員が自分たちの仕事はこういうことを

していますと直接話したほうが、子どもたちの食いつきや

興味があったように感じました。事務局も付きますが、で

きたらそういった説明などは議員中心でやっていただいた

ほうがいいと感じました。 

 

ほかにご意見はございますでしょうか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

要請があれば、出前講座や議場見学の対応を議員がする

ということで、広報広聴委員会を通して行っていきたいと

思いますが、体制づくりはどうしましょうか。 

 

どの委員会が担当するかという前に実態を知りたいので

すが、年間でどれくらい議場見学の希望が事務局に寄せら

れてきているのかを教えていただけますでしょうか。 

 

中央小学校だけで２日間です。市長室など庁舎内を一緒
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に見学するのも含めて、複数の班に分かれて見学する形で

した。 

 

そうしますと、やはり委員会６人ぐらいで対応するのが

いいのではないかと思います。年間１日や２日という話で

あれば、委員の大きな負担になることもないと思いますの

で、広報広聴委員会で対応していただければいいのではな

いかと思います。そういった活動も、先方の許可が出れば

議会だよりに載せたりすることもできますし、お互いにと

っていいことになるのではないかと思います。 

海外の人が見学に来るということもありました。これは

主権者教育ではありませんが、やはり議場見学をしたいと

いう団体が見えたときに広報広聴委員会が対応するという

形であらかじめ決めておくといいと思います。 

 

それでは広報広聴委員会にお願いをして、議場見学があ

った場合は対応していただくということで、出前講座も学

校からの要望がありましたら対応していただくということ

で報告をさせていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 

中央小学校の移動手段と対象の学年を教えてください。 

 

５年生中心で歩いて行きます。２班に分かれて、入れ替

わりで庁舎見学と議場見学をしました。それを２日間で４

班に対して実施しました。 

 

それでは、主権者教育についてはそのように広報広聴委

員会と協議をして進めていく方向で進めたいと思います。

次にその他について、何かございますでしょうか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長、何かございますか。 

 

私から議会改革特別委員会で調査研究していただきたい

事項が２点ありますのでお願いしたいと思います。おそら

く申し送りになるかと思います。 

１点目は令和９年度に改選が予定されています議員定数

についてです。定数減になることで現行の規定で委員を振

り分けると１つの常任委員会の定数が５人となり、委員会
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活動や議案等の審査が十分できなくなる心配があります。 

そこで、委員会の定数の検討や常任委員会の数を２つに

するなど、常任委員会のあり方について検討をお願いしま

す。さらに、常任委員会は今年度試験的に任期を２年にし

ておりますので、議長の任期等も含めた検討を今後してい

ただきたいと思います。 

２点目は代表質問や会派のあり方についてです。現在の

代表質問は会派が多いことから質問者数が多く、全体の３

分の２を占めています。また、質問内容についても、他の

議会で行われている一般的な代表質問の内容と少々違うの

ではないかと感じています。今回、政務活動費の支給対象

者が個人となる予定であることから、会派のあり方に合わ

せ、代表質問のあり方について検討をお願いしたいと思い

ます。特に一人会派を認めるのか認めないのか、認めない

とすると代表質問の対象外となること、現行では代表質問

者が多いと感じていることから、代表質問ができる定例会

や質問項目を絞るなどの検討項目が挙がると思います。 

これらの検討事項は令和８年度中に定数等が確定した

後、具体的な事項について議会運営委員会や全員協議会で

の協議が円滑に進むよう、あらかじめ議会改革特別委員会

で検討事項の整理や論点の整理などの調査研究をお願いし

たいと思います。 

代表質問については、他市では２人会派以上でないと代

表質問ができないなどの色々な規定がありますので、一度

調査研究していただきたいと思います。 

 

議長からご提案がありました、議員定数が減ることによ

って常任委員会の数をどうするかという問題と、代表質問

が３分の２以上を占めているため会派のあり方を検討する

ということについて、来年度になろうかと思いますが、申

し送りをさせていただきたいと思います。 

副議長、何かございますか。 

 

〔発言なし〕 

 

本日の協議事項は以上となります。これで本日の議会改

革特別委員会を終了します。ご苦労様でした。 

 

【閉会＝午後１時 47 分】 

 

 


